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Ⅰ はじめに

近年，IFRSs の採用は急速かつ世界的な規模

で進められており，世界中の 100ヶ国以上が

IFRSs を適用または容認しているか，IASB の

基準とのコンバージェンスを進めているといわ

れている
1)
。しかしながら，今次の金融危機が

IASBの立場をゆるがしている。すなわち，「透

明性，説明責任，および組織の独立性と相応し

い権威との間の適切な関係を確保するために，

構成メンバーの再検討も含め，IASB のガバナ

ンスをより一層高める」（G20 [2008] Action

Plan to Implement Principles for Reform, p. 1）

ことが求められた。これは，「ガバナンスの改

革なしには，〔……〕基準設定機関が今次の危機

に対して世界的な規制を効果的におこなうため

の正統性を欠いている」（Helleiner and Pag-

liari [2008] p. 9）ことを意味している。そもそ

も，このようなことが問題にされるのは，「IASB

が〔国際的な会計基準の設定という〕公的な役

割を果たしている一方で，民間の基準設定機関

のままであるためであり，〔今次の〕危機が説明

責任と独立性の間の緊張関係を高めたのであ

る」（Helleiner and Pagliari [2008] p. 7）。この

ように，IFRSs が多くの国々で採用されてきて

いるにもかかわらず，今次の金融危機によって，

IASB の国際的な会計基準の設定機関としての

正統性が改めて問われているのである。

上述のように IFRSs は世界中の多くの国々

において採用されているといわれているが，

IFRSs の制度性を考えるにあたって，まず，そ

の設定主体である IASB の正統性を検討する必

要があるであろう。というのも，IASB の正統

性が認められているからこそ，IFRSs が採用さ

れていると考えられるからである。しかも，「正

統性と説明責任の問題は，〔IASBのような〕国

家の枠を超えた〔私的な〕規制主体の場合には

特に重大である」（Black and Rouch [2008] p.

224）。そこで本稿は，IASB に求められている

正統性とはいかなるものなのか，換言すれば

IASB が基準設定機関としての正統性を獲得す

るための要件は何なのかを明らかにし，IASB

の正統性の問題点を指摘し，さらに IASB に

とっての説明責任とは何かについて考察するこ

とを目的としている。本稿での検討が，今後，

わが国にも導入される可能性が高い IFRSs の

性質の理解を深める一助ともなれば幸甚であ

る。

Ⅱ 正統性の概念と分類

１ 正統性とは

IASB の正統性を考察する前に，まず，正統

性について概念整理しておく必要があるであろ

う。というのも，正統性については幾多の論者

が様々な視点から論じてきたにもかかわらず，

必ずしも共通の理解，すなわち定まった定義が
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１）この点については，IASB のホームページ

〈http://www.iasb.org/About+Us/About+the+

IASB/IFRSs+around+the+world.htm〉を参照され

たい。



ある訳ではない。「正統性や正統は極めて順応

性の高い概念ツールであり，より正確な概念装

置ではありえないほど，繰返し社会科学者に重

宝がられてきた。じつは，本源的にあいまいで

あることがその成功のカギであった」（Hybels

[1995] p. 241）といわれている程である。そこ

で，まず本節では，そもそも正統性とは何なの

かについてみていくことにしよう。例えば

Wahlen et al.［1999］（p. 445）では，正統性に関

して，「基準設定機関の決定が，その関係者に受

け入れられること」とのべられている。しかし

ながら，ここからも明らかなように，会計学領

域の文献では，正統性の概念は断片的なもので

しかない。そこで，本節では社会学の「様々な

領域にわたって正統性に関する数々の研究を検

討した」（Koppell [ 2008] p. 181）Suchman

［1995］の正統性概念を取り上げることにした

い。Suchman［1995］（p. 574）は，正統性を次

のように定義している。

正統性とは，規範，価値，信念，定義の社

会的に構造化されたシステムのなかで，あ

る主体の行為が望ましい，妥当である，あ

るいは適切であるとする一般化された認識

または仮定のことである。

かかる Suchman［1995］による定義は，基準

設定機関に正統性の概念を適用した先行研究
2)

を統合しうる包括的なものであるという（Lar-

son [ 2002 ] p. 84）。したがって，以下では

Suchman［1995］による正統性の定義にもとづ

いて議論を進めていくことにしたい。

２ Suchman［1995］による正統性の分類

Suchman［ 1995 ］は正統性を，実利的

（pragmatic）正統性，道徳的（moral）正統性，

認識的（cognitive）正統性に分類し，さらにそ

れらを細分化している。その概要を示せば，以

下のとおりである。

「実利的正統性は，組織に最も身近な者の利

己的な計算にもとづくものである」（Suchman

[1995] p. 578）。すなわち実利的正統性は，利

害関係者に対して組織が何らかの利益をもたら

すことが期待されることによって付与されるも

のである。この実利的正統性は，さらに，交換

（exchange）の正統性，影響（influence）の正

統性，性質（dispositional）の正統性に細分化さ

れる。まず交換の正統性は，「組織の方針に期
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図１ Suchman［1995］による正統性の分類の概要

（出所）Suchman［1995］pp. 577-583にもとづき作成。

２）IASC や IASB に正統性の概念を主たる分析視角

として適用した先行研究として，Wallace［1990］；

Wahlen et al.［1999］；Larson［2002］；Koppell［2008］

がある。



待される価値に基づく，当該方針への支持を示

す」（Suchman [1995] p. 578）ものである。当

該正統性は，交換という行為によって利害関係

者にとっての価値が期待されることによって付

与されるものであり，実利的正統性のなかでも

最も単純なものである。また影響（influence）

の正統性は，「組織が利害関係者の大きな利害

に反応してくれると利害関係者が考えるが故

に，〔……〕利害関係者が組織を支持するもので

ある」（Suchman [1995] p. 578）。「影響の正統

性が得られるのは，組織が政策決定構造に支持

者を取り込んだ時や，支持者の業績尺度を組織

自身のものとして採用したときである」（Such-

man [1995] p. 578）。さらに性質の正統性は，

「『心から自分たちの利害を第１に考えてくれ

ている』とか，『自分たちと価値観を共有してい

る』とか，『誠実である』，『信頼できる』，『きち

んとしている』，『賢明である』とかいった組織」

（Suchman [1995] p. 578）に対して与えられ

るものである。「これらの性質上の特徴は，あ

る組織の行動の好意的な評価に基づいて組織の

正統性の一般的な評価を推定するうえで，不可

欠なのである」（Suchman [1995] pp. 578-579）。

次に，「道徳的正統性は，組織やその行動に関

するプラスの規範的判断を示すものである」

（Suchman [1995] p. 579）。当該正統性は，「組

織の行為が利害関係者に利益をもたらすかどう

かという判断ではなく，行為が『正しいもの』

であるかどうかという判断にもとづくものであ

る」（Suchman [1995] p. 579）。この道徳的正

統性は，さらに，結果（consequential）の正統

性，手 続（ procedural ）の 正 統 性，構 造

（structural）の正統性，人（personal）の正統

性に細分化される。まず結果の正統性は，組織

がおこなった行為の結果の評価にもとづいて付

与されるものである。すなわち，これは，「組織

は，それが成し遂げたことによって判断されな

ければならない」（Suchman [1995] p. 580）と

いう考え方にもとづくものである。次に手続の

正統性は，「社会的に承認された技法や手続を

採ることによって」（Suchman [1995] p. 580）

付与されるものである。「『適切な実務』は，見

えないが価値のある目標を達成するためにたゆ

まぬ努力をおこなっていることを示すのに役立

つので，明確な成果尺度がない場合には，手続

の正統性が最も重要となる」（Suchman [1995]

p. 580）。また構造の正統性は，組織の個々の行

為や手続ではなく，組織の構造が妥当かどうか

によって付与されるものである。当該正統性

は，「組織の構造は，特定の作業を遂行すること

ができる〔……〕能力を示すものである」

（Suchman [1995] p. 581）との考え方にもと

づいている。ここで手続の正統性と構造の正統

性の違いは，「手続の正統性は特定の手順に単

独で焦点をあわせている（例えば，『組織は欠陥

品を点検しているか』など）のに対して，構造

の正統性は活動の全体のシ
・
ス
・
テ
・
ム
・
が長期間に継

続して繰り返される場合に生じる組織の一般的

な特徴に焦点をあわせている（例えば，『組織は

品質管理部門をもっているか』など）」（Such-

man [1995] p. 581，傍点は原文イタリック）点

にある。さらに人の正統性は，「個々の組織の

指導者のカリスマ性に基づくものである」

（Suchman [1995] p. 581）。すなわち当該正統

性は，組織の指導者が超人間的・非日常的な力

をもっているかどうかによって付与されるもの

である。

さらに認識的正統性は，「何らかの当然とみ

なされる文化的な理由によって，必
・
要
・
または不

・

可
・
避
・
なものとして組織を認める」（Suchman

[1995] p. 582，傍点は原文イタリック）ことの

みによって付与されるものである。この認識的

正統性は，さらに，理解可能性（comprehensi-

bility）と当然性（taken-for-grantedness）とに

細分化される。理解可能性による正統性は，「組

織とその努力について妥当な説明をおこなう文

化的なモデルを利用できる」（Suchman [1995]

p. 582）ことによって付与されるものである。
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ここでは，「正統性を得るには，より大きな考え

の体系と聞き手の日常の実体験とを，説明は結

び付けなければならない」（Suchman [1995] p.

582）のである。また当然性による正統性は，代

替物を考えられないほど当たり前だとみなされ

ることによって付与されるものである。これに

よれば，「制度は無秩序なものを扱えるように

するだけではなく，それを，異論の余地をなく

してしまう相互主観的な所与のものに変える」

（Suchman [1995] p. 583）のである。

以上でみたそれぞれの正統性を，一時的なも

のか継続的なものかで，また，行為に関するも

のか本質的なものかで分類すると，図２のよう

になる。ここでは，実利的正統性に属する性質

の正統性が，一時的か継続的かによってさらに

利害の正統性と特徴の正統性とに細分化されて

いる。利害の正統性とは「組織とその利害関係

者が共通の利害を共有しているか」（Suchman

[1995] p. 583）ということに関するものであり，

特徴の正統性とは「組織が『よい特徴をもって

いる』か」（Suchman [1995] p. 583）というこ

とに関するものであるという。さらに認識的正

統性に属する理解可能性は，行為に関するもの

か本質的なものかによってさらに予測可能性と

妥当性とに細分化されている。また当然性も行

為に関するものか本質的なものかによってさら

に不可避性と永続性に細分化されている。

上図のようなマトリックスで正統性を考える

ことによって，整合的な特徴の理解が可能にな

るという。例えば，永続的で善良な特徴を備え

構造の正統性をもった組織として教会があげら

れ，また，予測可能で価値交換に従事する結果

の正統性をもった組織として日用品製造業者が

あげられる。このように，一時的なものか継続

的なものか，また，行為に関するものか本質的

なものかという点で一貫した特徴をもった組織

を原型として捉え，そうでない組織を混合型と

して捉えることができるという（Suchman

[1995] p. 584）。

また実利的正統性・道徳的正統性・認識的正

統性の明確な違いとして，「実利的正統性は利

害関係者の利己にもとづいているのに対して，

道徳的正統性と認識的正統性はそうではないこ

と」（Suchman [1995] p. 584），ならびに，「実
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図２ Suchman［1995］による正統性の諸概念の類型化

（出所）Suchman［1995］p. 584.



利的正統性と道徳的正統性は推論的な評価にも

とづいているのに対して，認識的正統性はそう

ではないこと」（Suchman [1995] p. 585）とい

う２点が指摘されている。

Ⅲ IASB の正統性を巡るこれまでの議

論

１ IASB の正統性の源泉を列挙した代表的研

究

IASB の正統性の源泉や正統性の評価基準を

列挙した代表的な研究として，Wahlen et al.

［1999］，Katsikas［2006］，Thirkell-White

［2006］，Black and Rouch［2008］，Luthardt

and Zimmermann［2008］をあげることができ

る
3)
。

Wahlen et al.［1999］（pp. 445-446）は正統性

の源泉として，独立性，説明責任，専門知識，

代表性，デュー・プロセス，権限と責任の連携，

十分な資源，操作性，証券監督者の支持という

９点をあげている。独立性は，「基準設定機関

の投票権をもったメンバーや，彼らをサポート

する専門スタッフが，基準設定機関の専任であ

り，他の組織とのつながりがないこと」（Wahlen

et al. [1999] p. 445）をさすという。この独立性

は，基準設定機関の人に焦点をあてているもの

の，カリスマ性を問題にしているのではなく，

他の組織とのつながりを問題にしており，人に

よって構成される組織の継続的な側面すなわち

構造に関するものであるといえる。したがっ

て，独立性は構造の正統性に該当すると考えら

れる。説明責任は，「基準設定者は，公共の利益

に適っていることを説明する責任がある」

（Wahlen et al. [1999] p. 445）というものであ

る。この説明責任は，利害関係者の利益に適っ

ているかどうかといった組織の一時的な性質を

問題にしているのではなく，利益に適っている

ことを常に説明しなければならないという継続

的な性質を問題にしている。したがって，説明

責任は性質（特徴）の正統性に該当すると考え

られる。専門知識は，「基準設定機関のメンバー

やスタッフは，その専門知識によって選ばれな

ければならない」（Wahlen et al. [1999] p. 445）

というものである。この専門知識は人に焦点を

あわせているものの，専門知識をもった者が従

事することによって上質の基準が設定されるで

あろうという利害関係者の実利的な期待を反映

したものであり，しかも専門知識は当該組織に

一時的に要求されるものではなく継続的に要求

されるものである。したがって，専門知識は性

質（特徴）の正統性に該当すると考えられる。

代表性は，「基準設定機関のメンバーやスタッ

フは，財務報告に関するそれぞれの見方や，そ

れぞれの専門知識の背景を反映したものでなけ

ればならない」（Wahlen et al. [1999] p. 445）と

いうものである。この代表性は異なる見方や専

門知識を反映したものであり利害関係者の利害

を代表するものであるかのようにみえるが，「特

定の利害関係者の見解を主張することを期待」

（Wahlen et al. [1999] p. 445）されている訳で

はないので利害関係者の実利的な期待を反映し

たものではなく，メンバーやスタッフによって
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３）この他に，IASB ではなく FASBの正統性につい

て考察した研究として Johnson and Solomons

［1984］がある。そこでは FASB の正統性の条件

として，十分な権威，実質的なデュー・プロセス，

手続的なデュー・プロセスの３点があげられている。

ここで，十分な権威とは「議会や SECから権限の明

確な委譲をうけており，また任務を遂行する権能を

有している」（Johnson and Solomons [1984] p. 172）

ことを，実質的なデュー・プロセスとは「権限の個々

の執行が十分に正統化されており，個々の規制に十

分な論拠が与えられている」（Johnson and Solo-

mons [ 1984 ] p. 173）ことを，さらに手続的な

デュー・プロセスとは「すべての利害関係者が意見

をいう適切かつ適時な機会を認められており，基準

設定の過程に影響を与える適切な機会を与えられて

いる」（Johnson and Solomons [1984] p. 174）こと

を意味する。



構成される組織の継続的な道徳的側面を問題に

したものである。したがって，代表性は構造の

正統性に該当すると考えられる。デュー・プロ

セスは，「基準設定機関の意思決定は公開の場

でおこなわれなければならず，公開草案は

〔……〕長さ・複雑さ・重要性の点で適切なも

のでなければならず，すべての見解や解決策を

考慮して初めて意思決定をおこなわれなければ

ならず，基準設定機関の投票権をもったメン

バーは自らの見解の論拠を説明しなければなら

ないという点で説明責任があり，様々な利害関

係者からの声を積極的に求めなければならな

い」（Wahlen et al. [1999] p. 445）というもので

ある。これは，デュー・プロセスという手続を

もっているかどうかに関するものであるので，

デュー・プロセスは手続の正統性に該当すると

考えられる。権限と責任の連携は，「ある仕事

の遂行に責任をもつものは，同時にそれに対す

る権限をももつ」（Wahlen et al. [1999] p. 445）

というものである。これは，組織内における権

限と責任との関係すなわち仕組みに関するもの

である。したがって，権限と責任の連携は構造

の正統性に該当すると考えられる。十分な資源

は，「基準設定主体は，任務を遂行するための十

分な〔……〕資源を有していなければならない」

（Wahlen et al. [1999] p. 446）というものであ

る。これは，上質な基準の設定という実利を期

待した利害関係者からの資源提供を想定してい

る。したがって，十分な資源は交換の正統性に

該当すると考えられる。操作性は，「基準設定

機関は，規模〔……〕・位置・資金調達に関して

操作性をもっていなければならない」（Wahlen

et al. [1999] p. 446）というものである。これ

は，組織の成り立ちに関するものであるので，

操作性は構造の正統性に該当すると考えられ

る。さらに証券監督者の支持は，「〔……〕証券

監督者が基準設定主体の決定を支持・承認する

という合意」（Wahlen et al. [1999] p. 445）を意

味する。この支持・承認は，基準設定機関が作

成した基準を吟味・評価したうえでなされるも

のである。したがって，証券監督者の支持は結

果の正統性に該当すると考えられる。

次に Katsikas［ 2006］（pp. 28-29）は，

IASC/IASB に正統性を与えた要因として，

1997 年に起こった東アジア危機後の金融シス

テムを巡る議論，IOSCOによるコア・スタン

ダードの承認，EU における 2005 年以降の

IFRSs の採用という３点をあげている。東ア

ジア危機後の金融システムを巡る議論において

は，危機の要因の１つとして会計情報の質が問

題視され，高品質の会計基準が求められた結果，

重要であると国際的に認められた基準の１つと

して IAS が認められたという（Katsikas [2006]

p. 28）。これは，IASCが作成した基準（すなわ

ち結果）が高品質なものであると評価されたこ

とを意味している，したがって，当該議論は結

果の正統性に該当すると考えられる。また

IOSCOによるコア・スタンダードの承認や EU

における 2005年以降の IFRSs の採用も，いず

れも，IASC/IASB が作成した基準（すなわち

結果）が評価されたことを意味している。した

がって，これらも結果の正統性に該当すると考

えられる。

Thirkell-White［2006］（p. 340）は正統性を示

す基準として，以下の４点をあげている。すな

わち，それは，第１に，組織が（理論的な面で

も実利的な面でも）権威に従うことによって失

う自由を補うほどの，目的を達成したり利益を

生み出したりすること，第２に，権限を行使す

る者は，技術的な専門知識と単なる説明とにも

とづいて基準を設定するだけの十分な資格があ

ることが求められること，第３に，基準設定者

に自らの利益ではなく制度の目的のために権力

を行使させるように，制度的権威を制約する

ルールがあること，第４に，権威に従っている

者が，自らが従うべき権威を公に認めているこ

とという４点である（Thirkell-White [2006] p.

340）。第１の点は，利害関係者にとっての利害
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に関するものである。したがって，これは利害

の正統性に該当すると考えられる。第２の点

は，専門知識をもった者が従事することによっ

て上質の基準が設定されるであろうという利害

関係者の実利的な期待を反映したものである。

したがって，これは性質（特徴）の正統性に該

当すると考えられる。第３の点は，利害関係者

の利益を害さないようにするという組織の実利

的な側面に関するものである。したがって，こ

れは性質（特徴）の正統性に該当すると考えら

れる。第４の点は，自らが従うべき権威を当然

のものとみなす行為を意味しているので，これ

は当然性（不可避性）の正統性に該当すると考

えられる。

Black and Rouch［2008］（p. 225）は正統性を

評価するための基準として，民主制，準法性，

機能や業績，価値や目的という４点をあげてい

る。民主制は，「設定機関の意思決定が，参加

者・投票権・拒否権などガバナンスの民主的な

モデルに合致していること」（Black and Rouch

[2008] p. 225）を意味している。これらのガバ

ナンスのモデルの諸要素は，意思決定の手続に

関するものである。したがって，これは手続の

正統性に該当すると考えられる。準法性は，「手

続的公正性や他の法的価値に則っていること」

（Black and Rouch [2008] p. 225）を意味して

いる。これは組織がもっているよい特徴に関す

るものである。したがって，これは性質（特徴）

の正統性に該当すると考えられる。機能や業績

は，「設定主体が生み出したものや結果」（Black

and Rouch [2008] p. 225）を意味しており，結

果の正統性に該当すると考えられる。さらに価

値や目的は，設定主体が追求しているマクロ・

レベルでの価値や目的をさしている。これは，

価値や目的というよい特徴を組織がもっている

ことを意味している。したがって，これは性質

（特徴）の正統性に該当すると考えられる。

さらに Luthardt and Zimmermann［2008］

（pp. 4-8）は正統性を評価するための基準とし

て，権威，審議，説明責任という３点をあげて

いる。Luthardt and Zimmermann［2008］（p.

5）によれば，権威は法的な合理性を意味し，当

該文脈では正統性は基準設定の方法に関する社

会的な合意の尺度であるという。したがって，

これは手続の正統性に該当すると考えられる。

審議は，「投票に入る前の，意見や意思を形成す

るためのコミュニケーションのプロセス」

（Luthardt and Zimmermann [2008] p. 6）を

意味する。Luthardt and Zimmermann［2008］

（p. 6）によれば，正統性は既成の意思から生

まれるのではなく，個々人が自らの意思をきめ

る過程で生じてくるものであるという。これ

は，意思決定に至るまでの手続に関するもので

あり，手続の正統性に該当すると考えられる。

Luthardt and Zimmermann［2008］（p. 7）によ

れば，伝統的な国内での政策決定プロセスが，

独立の国際機関と結び付いた結果，政策形成お

よび執行の手続が，公的説明責任から切り離さ

れたという。この点で，為政者への投票の是非

と意思決定者とを結び付ける伝統的な説明責任

概念は修正を余儀なくされた。当該文脈では，

正統性は意思決定プロセスに参加する権限が利

害関係者に与えられていることなどから生じる

という。したがって，これは手続の正統性に該

当すると考えられる。

２ IASB の正統性について論じたより広範な

研究の類型化

前款でみた研究に限っても，多様な正統性が

議論されてきたことがわかる。しかしながら，

IASB の正統性に関する議論は前款の研究のよ

うに正統性の要素を列挙したものに限られる訳

ではなく，IASB の正統性について断片的に論

じたものも当然存在する。そこで，前款の代表

的な研究も含めて，IASB の正統性について論

じた研究を Suchman［1995］による類型（図２）

にそって分類すると，次のようになる。
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⑴ 交換の正統性

前款で取り上げたWahlen et al.［1999］以外

に，交換の正統性について論じた研究に Lar-

son［2002］がある。それによれば，公開草案等

を公表し，それに対するコメント・レターを受

領するという手続は，手続の正統性だけでなく，

基準設定機関と利害関係者の間での意見交換を

意味することから交換の正統性にも関連してい

るという（Larson [2002] pp. 89 and 95）。

⑵ 影響の正統性

「私的な基準設定〔機関〕を評価する際の焦点

は，参加と公開討論にある」（Zimmermann et

al. [2008] p. 64）。すなわち，基準設定機関の

「正統性の最も重要な源泉の１つは，〔利害関

係者が基準設定〕プロセス自体に積極的に関

わっていくことである」（Black and Rouch

[2008] p. 228）。なぜならば，「自らが形成に関

わったもののほうが，できあがったルールを利

害関係者は受け入れやすい」（Zimmermann et

al. [2008] p. 64）からである。しかも，「少数派

が反対の意見表明をできる機会があるかどうか

が極めて重要な問題である」（Luthardt and

Zimmermann [2008] p. 15）。これらの点にお

いて，デュー・プロセスは影響の正統性にとっ

て重要な意味をもっている。

さらに，規制される側が規制の要求に応じる

ことができるのと同様に，規制する側も正統性

を確保するために自らのやり方を変えるという

要求に応じることができるはずである（Black

and Rouch [2008] pp. 227-228）。この主張も，

利害関係者が基準設定機関に影響を与えうると

いう点で，影響の正統性に関するものである。

⑶ 性質（利害）の正統性

前款で取り上げた Thirkell-White［2006］以

第 184巻 第３号32

表１ IASBの正統性について論じた研究の類型化

実
利
的
正
統
性

交換 性質（利害）

Wahlen et al. [1999]，Larson [2002] Thirkell-White [2006]，Chua and Tay lor
[2008]

影響 性質（特徴）

Black and Rouch [2008]，Luthardt and Zim-
mermann [2008]，Zimmermann et al. [2008]

Wahlen et al. [1999]，澤邉 [2005]，Katsikas
[2006]，Thirkell-White [2006]，Nölke and
Graz [2007]，Black and Rouch [2008]

道
徳
的
正
統
性

結果 人

Wahlen et al. [1999]，Larson [2002]，Schmidt
[2002]，Hallström [2004]，Katsikas [2006]，
Nölke and Graz [2007]，Black and Rouch
[2008]，Koppell [2008]

Black [2008]，Black and Rouch [2008]

手続 構造

Wahlen et al. [1999]，Larson [2002]，Hall-
ström [2004]，Botzem and Quack [2006]，
Black and Rouch [2008]，Luthardt and Zim-
mermann [2008]，Zimmermann et al. [2008]

Wahlen et al. [1999]，Larson [2002]，Hall-
ström [2004]，澤邉 [2005]，Black [2008]，
Black and Rouch [2008]，Luthardt and Zim-
mermann [2008]

認
識
的
正
統
性

理解可能性（予測可能性） 理解可能性（妥当性）

― ―

当然性（不可避性） 当然性（永続性）

Thirkell-White [2006] Schmidt [2002]，Hallström [2004]，澤 邉
[2005]，Koppell [2008]



外に，性質（利害）の正統性に関連する研究に

Chua and Taylor［2008］がある。それは，以下

のようにのべている。「政治的には，US GAAP

が国際基準としてみなされることは難しかった

であろう。なぜなら，US GAAPは，SECの目

的や指針と明らかに直結していたからである。

〔……〕したがって IFRS は，アメリカによっ

て作成されたものではないという理由だけで，

〔US GAAP よりも〕一層国際的であるとみな

されているようである」（Chua and Taylor

[2008] p. 470）。かかる主張は，IASB の性質

（利害）の正統性について明示的に論じている

訳ではないが，IASB の利害関係者の利害がア

メリカとは一致していないが故に IFRSs のほ

うが選好されるというように利害が問題にされ

ており，しかも，アメリカの IASC/IASB に対

する影響力は不変ではないという意味で特定の

時代の状況を反映したものであるという点で一

時的な性質に焦点をあてているので，性質（利

害）の正統性を示唆したものであると考えられ

る。

⑷ 性質（特徴）の正統性

前款で取り上げたWahlen et al.［1999］以外

にも専門知識にもとづく正統性ついて論じた研

究がある。例えば Nölke and Graz［2007］（p.

13）は，「超国家的な私的ガバナンスは，しばし

ば，それに従事する者の共通の教育的および /

または専門的背景にもとづいている。〔……〕

ここでは，会計分野のように，知的職業が重要

な役割を果たしうるのである」とのべている。

また IASCから IASBへの組織改編にあたって

専門性が重視されたことに関して澤邉［2005］

（116 ページ）は，「IASCから IASBへの再編

劇は，G4＋1 の影響力増大に対する『代表性』

の観点からの批判を契機として始まり，G4＋1

の影響力のひとつの源泉であった『専門性』を

公式に正統性の源泉として認める形で終わっ

た」とのべている。これらはいずれも，専門知

識の重要性を指摘したものであり，専門知識を

もった者が従事することによって上質の基準が

設定されるであろうという利害関係者の実利的

な期待を反映したものであることから性質（特

徴）の正統性に関するものであると考えられる。

これに対して，専門知識だけでは正統性の獲

得にとって不十分であるとする主張もある。例

えばBlack and Rouch［2008］（p. 226）は，「ヨー

ロッパ委員会，IOSCO，アメリカの SEC，およ

び日本の金融庁が，評議員会による公益の監督

機能を強化し，より広範な投資社会の利益を代

表するために，監督機関の設立を IASC財団に

対して要請した。これらの当局にとって会計の

専門知識は，IASC，IASB，およびそれらによっ

て作成された基準の正統性の条件としては十分

ではないのである」とのべている。これは，専

門知識を性質（特徴）の正統性と位置づけてい

る点ではWahlen et al.［1999］，Nölke and Graz

［2007］，澤邉［2005］と同様であるものの，正

統性の源泉として専門知識だけでは不十分であ

ることを指摘している点で上記３者と異なって

いる。この点に関して Katsikas［2006］（p. 11）

は，公的組織が公的制度としての特徴をもった

公的な構造に組み込まれることによって，正統

性がえられる可能性を指摘している。これも，

公的制度としての特徴をもった公的な構造に組

み込まれているという組織の特徴に焦点をあて

たものであるので，性質（特徴）の正統性に該

当すると考えられる。

⑸ 結果の正統性

結果の正統性における結果とは，IASB の場

合，それが作成した会計基準である。結果の正

統性に該当すると思われる先行研究は，会計基

準の承認・受容に焦点をあてたものが多い。そ

の際，誰による承認・受容なのかによって２つ

にわけることができる。１つは，最も重要な市

場参加者（Koppell [2008] p. 195）や，IOSCO

や SECといった機関（Larson [2002] p. 80）に
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よる承認であり，もう１つは利害関係者

（Schmidt [2002] p. 175）による受容である。

これらはいずれも，IASB が生み出した結果で

ある会計基準が承認・受容されることによって

IASB の正統性が獲得されるというものである

ので，結果の正統性に該当すると考えられる
4)
。

またHallström［2004］（p. 20）は，基準とい

う調整の手段を提供することによって，利害関

係者は「便益」（positive effects）を受けるとの

べており，組織が生み出す基準（結果）に焦点

をあてているので，これも結果の正統性に該当

すると考えられる。

⑹ 手続の正統性

手続の正統性に関連すると思われる研究は，

いずれも，デュー・プロセスに焦点をあててい

る（Larson [2002] pp. 88-90；Hallström [2004]

pp. 28-34；Botzem and Quack [2006] p. 284；

Black and Rouch [2008] p. 228；Zimmermann

et al. [2008] p. 64）。デュー・プロセスは基準設

定の手続そのものであるので，これらの研究は

手続の正統性に該当すると考えられる。しか

も，基準設定機関が生み出すものは基準という

無形のものであるため，その成果を測定するこ

とは難しい（Larson [2002] p. 85）。このよう

に，「明確な成果尺度がない場合には，手続の正

統性が最も重要となる」（Suchman [1995] p.

580）のである。

⑺ 人の正統性

Black and Rouch［2008］（p. 228）は，組織の

メンバーを変更することによって正統性を確保

しうる点を指摘している。これは人の正統性に

該当する。実際に，「IASCは正統性を一層獲得

するために，組織構造およびメンバーを変更し

た」（Black [2008] p. 20）といわれている。

⑻ 構造の正統性

構造についても，前款で取り上げたWahlen

et al.［1999］以外にも，多くの論者が正統性の

源泉として注目している（Larson [2002] pp.

80 and 91；Hallström [2004] pp. 28-34；澤邉

［2005］115-116 ページ；Black [2008] p. 20；

Black and Rouch [2008] p. 228；Luthardt and

Zimmermann [2008] p. 15）。IASB の構造と

いった場合，それは，どういった委員会や部門

があるかといった組織構造を意味する場合が多

い。しかし組織構造に関するもの以外にも，組

織を構成するメンバーの代表性に焦点をあてた

研究も，人の個人的な特性ではなく特定の地域

や領域を代表している者が組織を構成するとい

う意味で組織の成り立ちを表していると考えら

れるため，構造の正統性に該当すると考えられ

る。

⑼ 当然性（永続性）の正統性

権威に関する議論（例えばHallström [2004]

pp. 34-38）は，当然性（永続性）の正統性に該

当すると考えられる。なぜならば，権威をもっ

た組織がその権限を当然のこととして永続的に

行使すると考えられるからである。ただし，権

威をもった組織であっても，その権限の行使が

妥当なものであると利害関係者に認められない

場合には，正統性はえられないという（Kop-

pell [2008] p. 195）。

また，他の組織との関係で，IASC/IASB が

基準設定の権限をもっているかどうかという議

論も，当然性（永続性）の正統性に該当すると

考えられる。すなわち，会計基準の正統性は，

他の基準設定機関との関係で，当該機関がどの

ような位置づけなのかにかかっているのである

（Schmidt [2002] p. 172）。このような視点は，
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４）結果の正統性に関して，Nölke and Graz［2007］

（p. 15）は，超国家的な私的ガバナンスは，公的規

制よりもはるかに非公式的な訳では必ずしもなく，

この点で，アウトプット（結果）の正統性の潜在的

な利点が制約されるかもしれない点を指摘してい

る。



G4＋1 との関係のなかでの IASC/IASB の正統

性を考える場合に有効であろう。すなわち，

「G4＋1 の影響力増大によって，IASCそのも

のの独立性が疑問視される危険性が現実のもの

とな〔……〕〔り，〕事実，この IASCの正統性に

対する危機意識が，IASB誕生へとつながる組

織再編を準備したのである」（澤邉［2005］114

ページ）。

Ⅳ IASBの正統性の問題点

以上でみたように，IASB の正統性は，様々

な観点から論じられてきたといえる。しかし，

時間の経過とともに IASB を取り巻く状況は変

化しており，先行研究が想定していた前提が成

り立たなくなっている可能性がないとは言い切

れない。したがって本節では，IASB の正統性

を否定しかねない問題点について論じていくこ

とにしたい。これに関して，さしあたり，以下

の５点を指摘することができる。

第１は，性質（特徴）の正統性に関する問題

点についてである。専門知識が性質（特徴）の

正統性の源泉になることは，上述のとおりであ

る。ここで看過されてはならないのは，その専

門知識の内容である。１つの論点についても多

くの見解があるように，専門知識も立場によっ

て異なりうる。したがって，いかなる内容の専

門知識を取捨選択するかによって，専門知識に

よる性質（特徴）の正統性が担保されない可能

性も否定できない。例えば，特定の派閥に属す

る者が多く集まって偏った基準を設定した場合

が，このケースに該当するであろう。

第２は，結果の正統性に関する問題点につい

てである。「はじめに」でもふれたように，今次

の金融危機によって IASB の正統性がゆらいで

いる。これは，IFRSs の国際的に通用する上質

な基準としての位置づけが疑問視されているこ

とを意味している。したがって，これは，結果

の正統性が問われていると考えられるのであ

る。IASB が当該正統性を回復しうるか否か

は，金融危機に対する IASB の対策の内容にか

かっているといえる。また，EUにおけるカー

ブアウトも，IASB の結果の正統性に関して重

大な問題を投げかけている。そもそもカーブア

ウトは，正規の IFRSs を採用するのではなく，

EUの実情にあわせて基準の一部を取捨選択す

ることを意味するが，これは IASB が作成した

基準（結果）の妥当性を一部的であるにせよ否

定するものである。この点において，カーブア

ウトは結果の正統性を棄損する可能性をはらん

でいるといえる。

第３は，手続の正統性に関する問題点につい

てである。IASB は，今次の金融危機への対策

として基準を変更する際，従来のデュー・プロ

セスをへずして，意思決定をおこなった（IASB

［2008］）。これは，デュー・プロセスという手

続の正統性を否定することに他ならない。深刻

な金融危機に直面し，迅速に意思決定をおこな

うためという大義名分は理解しうるものの，こ

れは IASB の正統性をゆるがす問題をはらんで

いるといえる。先行研究の多くの論者
5)
が

IASB の正統性の源泉として手続に着目し，し

かもデュー・プロセスに焦点をあわせているこ

とからもわかるように，手続の正統性の棄損は，

IASB の正統性にとって極めて大きな意味を

もっているものと思われる。

第４は，人の正統性に関する問題点について

である。IASB の現在の影響力を考える際，

トゥウィーディー議長のはたした役割が大きい

といわれることがある。これは，IASB が人の

正統性を獲得していることを意味している。

近々，議長の交代が予定されているが，当該正

統性を保持し続けることができるか否かは，そ
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５）ただし，本稿で取り上げた文献は必ずしも完全に

網羅的なものではないため，論者の多少は「本章で

取り上げた文献のなかで」という制約がつく点で，

あくまで相対的なものでしかない。



の人選にかかっている。議長の人選は，各国の

利害が絡む極めて政治的な側面をもっているた

め，難しい問題をはらんでいる。

第５は，理解可能性（妥当性）に関する問題

点についてである。意思決定の透明性を高める

ため，IASB のホームページでは，様々な資料

が公表されていることは周知のとおりである。

かかる資料は意思決定に至る論拠を明らかにし

ており，IASB が作成する基準の理解を促進す

るのに役立っている。すなわち，ホームページ

の各種資料は，理解可能性（妥当性）の正統性

を獲得するのに貢献しているのである。しかし

時として，古くなった資料はホームページのリ

ンクから外され，入手不可能になる場合がある。

これは，部分的ではあるものの理解可能性を阻

害するものであり，IASB の正統性を棄損しか

ねない問題をはらんでいるといえる。

Ⅴ IASBの説明責任

これまでみてきたような正統性が問題にされ

るのは，そもそも，IASB という国家の枠を超

えた私的な組織が議論の対象となっているから

である。この点に関して，近年，グローバル・

ガバナンスの議論が社会科学の様々な領域にお

いて活発になってきていることは注目に値す

る
6)
。ここでグローバル・ガバナンスとは，「個

人や公的 /私的機関が共通の事柄に取り組む多

くの方法の総体である。それは，対立するある

いは多様な利害を調整し，協力的な行動がとら

れる継続的な過程である。それは，人々や機関

が合意したか自らの利益になると考えるイン

フォーマルな取り決めだけではなく，遵守を強

制することを認められたフォーマルな制度やレ

ジームをも含むものである」（Commission on

Global Governance [1995] chap. 1）。したがっ

て IASB に関していうならば，IASB という非

国家主体を行為者とし
7)
，会計基準というルー

ルを問題解決の方法とし，会計という問題領域

が想定されているのである。
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６）グローバル・ガバナンス論が注目を集めるように

なった背景として，例えば渡辺他編［2001］（1-3 ペー

ジ）では，① 1980 年代からグローバリゼーションの

波が加速度的に高まってきたこと，②冷戦が終結し

ソ連・東欧ブロックが崩壊したこと，③国際連合を

はじめとする国際機構や国際 NGOの活動，さらに

は多角的国際関係に一層の注目が集まるようになっ

たこと，④グローバル・ガバナンスをリベラル制度

論とよばれる国際政治学の諸理論の到達点として位

置づけられること，⑤グローバル・ガバナンスの中

心的担い手がアメリカであることという５点があげ

られている。

７）しかも，IASB という民間団体が基準を設定する

ものの，証券監督者国際機構などの公的機関の支持

をえることによってその正統性が確保されていると

いう点において，IFRSs によるガバナンスは，「官

民共同ガバナンス」（遠藤［2008］40ページ）の一形

態であるといえる。この官民共同ガバナンスは，公

平性・開放性・正統性の確保という官の利点と，ス

ピードや専門知識の活用という民の利点とを併せ持

つことを可能にするものである（遠藤［2008］41-42

ページ）。

８）このグローバル・ガバナンスに類似する概念とし

て国際レジームがある。ここで国際レジームとは，

「国家間の関係を統御〔……〕する規範やルールの

セット」（山本［2008］１ページ）をいう。「一般論

としては，ガヴァナンスはレジームより包括的で大

きな概念である」（渡辺他編［2001］８ページ）とい

われるものの，レジームとガバナンスの相違自体が

グローバル・ガバナンスの論点としてあげられる（渡

辺他編［2001］8-10ページ）ほど，「この二つの概念

の違いについては必ずしも一致した見解があるわけ

ではない」（渡辺他編［2001］8-9ページ）という。

しかしながら本章では，さしあたり山本［2008］に

従い，「レジームは，国家を行為者とし，ルール〔……〕

を問題解決の方法とし，さらに，特定の問題領域を

考えるというもの」（171ページ）であるのに対して，

「グローバル・ガバナンスは，主体としては，国家

だけではなく，NGO，多国籍企業など，さまざまな

非国家主体を取り込み〔……〕，方法としては，単に

ルールだけではなく，さまざまな方法（プログラム，



このように IASB による基準設定をグローバ

ル・ガバナンスの１つとして捉えた場合
8)
にも，

前節まででみた正統性は重要な意味をもってい

る。例えばBuchanan and Keohane［2008］（pp.

27-28）は，グローバル・ガバナンスの正統性が

問題になる理由として，グローバル・ガバナン

スの機関自体が強制力をもっている訳ではない

が当該機関が設定した基準に従わざるをえない

こと，機関のなかには国家の主権を著しく制限

するものもあること，機関からは縁遠い極めて

多くの人々の福祉や機会に機関が影響を及ぼす

ことという３点をあげている。これらの点は，

IASB にとっても，そのままあてはまるといえ

るであろう。しかも，「国際機関が正統である

ためには，説明責任の問題に取り組まなければ

ならないのである」（Keohane and Nye, Jr.

[2003] p. 386）。すなわち，「民主政における公

的活動の正統性は，部分的であるとはいえ，公

人がアカウンタビリティ（説明責任）を果たし

ているかどうかにかかっている。したがって，

グローバル・ガヴァナンスの重要な問題には，

〔……〕アカウンタビリティの形式と実践が含

まれていることになる」（Keohane [2002] p.

4）。したがってグローバル・ガバナンスとして

の IASB による基準設定にとっても，正統性の

確保のためには，説明責任が重要な問題となっ

てくるのである。このような説明責任による正

統性は，第Ⅲ節でみた Suchman［1995］による

正統性の分類によるならば，IASB の継続的な

本質であると捉えれば性質（特徴）の正統性に

該当し，IASB の継続的な行為であると捉えれ

ば手続の正統性に該当すると考えられる。

説明責任といった場合に，まずもって想起さ

れるのは，委託・受託関係のもとでの説明責任

である。そこでは，IASB（IFRS財団）への資

金提供者や IASB の基準を承認する IOSCOな

どの機関が，説明を受ける者として想定されて

いる。このような関係の「基礎にあるのが授権

と支持である。委託者が受託者に正統性ないし

財政的手段を与えるが故に，実体は説明責任を

負うことになるのである」（Keohane [2002] p.

14）。Keohane［2002］（p. 14）では，かかる説明

責任は「委託者と受託者とが制度的に結び付い

ている」という意味で，内的説明責任（internal

accountability）とよばれている。しかし，グ

ローバル・ガバナンスに伴う説明責任を検討す

る場合，はたして，かかる内的説明責任を考慮

するのみで十分であろうか。いや，そうではな

い。Keohane［2002］は，内的説明責任の外に

外的説明責任（external accountability）に注目

している。ここで外的説明責任とは，「活動し

ている機関の外部にいるにもかかわらず自らの

生活が当該機関の影響を受ける人々に対する説

明責任」（Keohane [2002] pp. 14-15）をいう。
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開発の実践など）を考え，さらに，問題も多くのも

のに広がるものを考えるというもの」（172ページ）

であるとする。すなわち，「グローバル・ガバナンス

は，〔……〕主体，方法，問題領域の各次元において

レジームを拡張しようとするものである」（山本

［2008］172-173 ページ）。ただし，行為主体が国家

ではなく非国家主体であるという点ではレジームの

範疇を超えているが，問題解決の方法および問題領

域に関してはレジームの範疇に収まっているという

点をもって，会計基準設定をプライベート・レジー

ムというレジームの類型として位置づけることも可

能である。ここでプライベート・レジームとは，「非

国家主体〔……〕同士で，相互の行動を規律したり，

〔……〕ルールを設定し〔……〕協力のシステムを

作り上げて，公共的な機能を果たす」（山本［2008］

341ページ）ことをいう。しかし本章では，行為主

体として国家を想定している狭義のレジームの範疇

を超えて「グローバル・ガバナンス化」（山本［2008］

181ページ）しているという点を重視して，会計基

準設定をグローバル・ガバナンスの類型として考え

ている。グローバル・ガバナンスの事例として会計

基準設定を取り上げたものとしては，例えば，

Mattli［2005］；Mattli and Büthe［2005］；Porter

［2005］；McGrew and Robotti［2006］；Zimmer-

mann et al.［2008］；遠藤［2008］第１章；今福［2009］

第９章；山田［2010］がある。



グローバル・ガバナンスの特徴として連結性と

スピードがあげられることがあるが，これはグ

ローバル・ガバナンスで取り扱われる問題が瞬

時に広範囲に及ぶことを意味しており，機関と

は直接的な関係（委託・受託関係）をもたない

外部者にとっても，機関の活動の影響を受ける

が故に，機関の活動は無関係ではありえない。

このようなグローバル・ガバナンスで取り扱わ

れる問題の特性によって，外的説明責任も重要

な論点となるのである。この点において，

IASB を取り巻く利害関係者全般に対する説明

責任という問題が提起されるのである
9)
。

さらに Buchanan and Keohane［2008］（p. 51）

によれば，説明責任は，当該責任を負っている

者がみたさねばならない基準，説明を受ける者

が利用しうる情報，説明を受ける者が行使しう

る制裁という３つの要素からなっているとい

う。IASB にとっては，それぞれの要素は，作

成される高品質の会計基準，デュー・プロセス

やウェブサイトなどから入手しうる様々な情

報，作成された基準が高品質でなかった際の

IASB に対するペナルティに該当すると考えら

れる。まず１つめの作成される高品質の会計基

準という要素については，何をもって高品質と

みなすかという点が未解決のままである。２つ

めの要素は透明性の問題として扱われるもので

あるが，この点に関しては様々な情報が IASB

から公表されていることからも理解されるよう

に，重要視されているようである。また３つめ

の IASB に対するペナルティという要素につい

ては，上述の外的説明責任に関して問題が生じ

る。すなわち，上述の内的説明責任に関しては，

もし IASB が作成した基準に不満があれば，資

金提供者や IOSCOなどの機関は授権と支持を

取り止めるというペナルティを課すことが可能

であるのに対して，外的説明責任に関しては，

利害関係者は IASB に何らペナルティを課すこ

とができないのである。したがって，「正式な

強制力のないところで，透明性だけで説明責任

が果たされるのか」（Hale [2008] p. 76）という

問題が生じる。しかも，「説明責任が遂行され

ているというだけでは十分ではなく，それが適

切なものでなければならない」（Buchanan and

Keohane [2008] p. 52）。

「長期的には，外的説明責任が実質的なもの

となった場合にのみ，グローバル・ガバナンス

は正統性をえるであろう」（Keohane [2002] p.

29）といわれている。しかし，外的説明責任の

対象である利害関係者全般が何らかの行動を起

こすことは現実的ではない。そこで，これらの

人々を代弁する NGOが注目を集めているとい

う（Keohane [2002] p. 18；Hale [2008] p. 86）。

国連において NGOの役割が極めて重要になっ

てきているのに倣い，IASB においても，様々

な利害関係者の意見を代弁する NGOによって

IASB が公表した基準を評価させるような仕組

みを設ける
10)
ことも，外的説明責任を実質化し

IASB の正統性を高めるための１つの方法であ

ろう。このような NGOの参加は，越境する国

際的な問題に対して多様なアクターの協力のも

とで解決していこうとするグローバル・ガバナ

ンスの発想とも整合的である。

Ⅵ おわりに

以上，本稿では，Suchman［1995］による正
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９）IASB を取り巻く利害関係者全般に対する説明責

任については IASB においても意識されているよう

であり，IASBは，そのウェブサイトにおいて，それ

を公的説明責任（public accountability）とよび，「公

的説明責任は，〔……〕組織の成功にとってきわめて

重要である」（The organization/Governance and

accountability）とのべている。

10）ただし NGOの意見が，利害関係者全般の意見を

どの程度反映しているのかという問題は依然として

残る（Hale [2008] p. 86）ため，多様な NGOの参加

が求められる。



統性の分類によりながら IASB の正統性につい

て論じた先行研究を整理したうえで IASB の正

統性が抱える問題点を指摘し，さらに IASB の

説明責任に関する正統性について考察した。

「はじめに」でもふれたように，正統性が問題

にされるのは，IASB という国家の枠を超えた

私的な組織が議論の対象となっているからであ

る。IASB による基準設定をグローバル・ガバ

ナンスとして捉えた場合，「グローバル・ガバナ

ンスは，『専門性・効率性』対『アカウンタビリ

ティ・透明性・民主性』などのある意味で異質

な，時に両立しない基準で評価される」（山本

［2008］183 ページ）という新たな問題が生じ

る。例えば，説明責任の問題点を解決するため

に NGOの参加を許したならば，IASB の専門

性や効率性が阻害されてしまう可能性も否定で

きない。

また本稿では，基準を設定する側である

IASB の正統性に焦点をあて，基準を採用する

側の正統性については等閑に付してきた。しか

しながら，IFRSs の世界規模での普及を考える

際，後者の正統性も避けて通ることのできない

重要な論点である。

これらの点に関しては，今後の課題としたい。
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